
○
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
抄

改

正

案

現

行

（
信
託
業
務
を
兼
営
す
る
金
融
機
関
に
関
す
る
特
例
）

第
八
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
定
は
、
信
託
業
務
を
兼
営
す
る

金
融
機
関
で
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十

三
号
）
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
特
定
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
に
は
、
適
用
し
な
い
。

２

不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
む
特
定
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定

す
る
規
定
を
除
き
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
と
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
行
為
の
範
囲
を
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
金
融
機
関

の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
旨
の
条
件
が
付

さ
れ
た
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
と
み
な
し
て
、

法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
三
条
中
「
第
三
条

第
一
項
の
許
可
又
は
第
九
条
第
一
項
の
認
可
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
特
定
共

同
事
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の

届
出
」
と
、
法
第
三
十
八
条
中
「
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
」
と
あ
る

の
は
「
令
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
」
と
す
る
。

３

特
定
金
融
機
関
は
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
主

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
約
款
を
添
付

し
て
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
と
み
な
さ
れ
た
特
定
金
融



機
関
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
名
簿
に
登
載

さ
れ
た
事
項
（
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
約
款
の
追
加
若
し

く
は
変
更
を
し
た
と
き
は
、
三
十
日
以
内
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
と
み
な
さ
れ
た
特
定
金
融

機
関
が
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
情
状
が
特
に
重

い
と
き
、
又
は
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命

令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
は
、
当
該
特
定
金
融
機
関
に
対
し
、
五
年

以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
九
条

(

略)

第
八
条

(

略)

第
十
条

(

略)

第
九
条

(

略)


